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（１）越谷市空家等対策計画の実施状況について

議事
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・これまでの空き家対策の実施状況について

・令和４年度からの新たな取り組みについて

議題



越谷市空家等対策計画の基本的な方針

１．適正管理の促進
（1）管理不全な状態の空家等への対応
（２）適正管理のための支援
（３）解決が困難な事案への対応

２．空家の予防・抑制
（1）予防行動の促進
（２）建築物の良質化

３．活用・流通の促進
（1）空家等の流通の促進
（２）空家等の多様な活用
（３）跡地の活用促進 5

これまでの空き家対策の実施状況について
（１）越谷市空家等対策計画の実施状況について

(計画書Ｐ４1)



適正管理対策の状況（令和４年６月３０日時点）

（1）管理不全な状態の空き家等への対応
１．適正管理の促進

①管理不全空き家等相談 累計件数：８８３件

②特定空家等認定件数等

認定
助言又
は指導

勧告
命令に係る
事前通知

命令以降 完了

平成２９年度 ３1 ３1 ０ ０ ０ ６

平成３０年度 ２７ ２７ ２ ０ ０ 1３

令和元年度 ２９ ２９ ０ 1 ０ ５

令和２年度 ７ ７ ２ ０ ０ 1６

令和３年度 ８ ８ ２ ０ ０ １３

令和４年度 １ １ ０ ０ ０ ０

累計 １０３ １０３ ６ 1 ０ ５４
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助言・指導書同封チラシ（令和元年７月～）
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（1）管理不全な状態の空き家等への対応
１．適正管理の促進
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適正管理対策推進に向けて、
公益社団法人 越谷市シルバー人材センター
との協定締結

令和元年１１月締結

所有者等の依頼に応じ、適正管理の実施
・空き家等の見回り及び点検
・空き家等の清掃、除草及び植木の剪定

公益社団法人 埼玉県
宅地建物取引業協会 越谷支部
との協定締結（平成３１年２月）

適正管理だけでなく
予防、活用・流通対策
でも連携

（２）適正管理のための支援
１．適正管理の促進
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9

固定資産税の納税通知書の裏面に啓発文の記載

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策



（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

固定資産税の納税通知書の同封チラシ
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「終活セミナー」の開催⇒空き家の予防対策

日時：令和３年１１月１９日
場所：越谷市中央市民会館
対象：市民
講師：日本エンディングサポート協会
共催：あいおいニッセイ同和損害保険㈱

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

⇒５３名の参加
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平成３１年２月に宅地建物取引業協会
越谷支部と協定締結

（1）空き家等の流通の促進
３．活用・流通対策
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令和４年度からの新たな取り組みについて

・新たな予防対策として
「住まいの終活ノート」の配布を開始

・適正管理、活用、流通の促進のため
空き家の除却、改修補助制度を開始

（１）越谷市空家等対策計画の実施状況について



「住まいの終活ノート」について
令和４年度からの新たな取り組みについて

空き家予防に特化したエンディングノート

「住まいの終活ノート」を配布。
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空き家等になる要因⇒約６割が相続
居住中の段階から相続等の対策を始めることが重要

（特徴）
・文字を大きく、見やすさを重視
・手に取っていただけるよう、ページ数は最低限に
・書き込みやすいよう、記入に役立つ解説等を掲載



住まいの終活ノートの内容①
令和４年度からの新たな取り組みについて
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相続人の整理
(Ｐ５～６)

相談が必要な親族の整理

遠縁者の住所や連絡先の把握など



住まいの終活ノートの内容②
令和４年度からの新たな取り組みについて
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所有する不動産の整理
(Ｐ７～８)

登記簿の確認

共有名義者の確認など



住まいの終活ノートの内容③
令和４年度からの新たな取り組みについて
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意思の整理・相談先の紹介
(Ｐ９～1０)

選択肢の提示

悩みすぎないよう相談先を紹介



住まいの終活ノートをきっかけに…
令和４年度からの新たな取り組みについて

18

重要なのは

元気なうちに話合いをすること

・手に取って、読んでいただくだけではなく、
書き込みながら自身の住まいや気持ちを整理

・相続等について話題にしにくいことを、
家族で話し始めるきっかけに



住まいの終活ノートの周知
令和４年度からの新たな取り組みについて

・越谷Ｃｉｔｙメール、ＳＮＳ（ツイッターおよびＬＩＮＥ）での配信

周知方法（令和４年４月１日～）

・越谷市公式ホームページへの掲載や広報こしがやによる周知

広報こしがや（令和４年４月号） 19



住まいの終活ノートの配架
令和４年度からの新たな取り組みについて
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・地区センター（１３か所）
・地域包括支援センター（１２か所）
・北部、南部出張所

お住まいの近くの様々な場所に配架

各配架先からの要望等により６６８部を追加
累計配架数は1,４２８部 （令和４年６月３０日時点）

・老人福祉センター（４か所）
・ふらっとがもう、ふらっとおおぶくろ

庁内の各所における配架

庁内関係課（福祉総務課、くらし安心課等）で配架

初回は７６０部を配架



報道機関による新聞への掲載
②令和４年度からの新たな取り組みについて
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著作権により、新聞記事は
当日のスライドにてご覧いただきます。
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住まいの終活ノートを活用した今後の展開
令和４年度からの新たな取り組みについて

更なる予防行動の促進へ

空き家対策の出張講座やセミナー等を開催

住まいの終活ノートの活用について
参加者へ直接説明



空き家の除却・改修補助制度の開始
令和４年度からの新たな取り組みについて

特定空家等の除却を促進

空き家等の活用を促進

周辺住環境の保全を図る

周辺住環境の悪化を未然に防ぐ
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除却補助金

改修補助金

困難な案件の解決への糸口に

住民の生活環境の保全
地域の活性化を図る



補助の対象
令和４年度からの新たな取り組みについて
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除却補助金

主な要件

補助対象
空き家

以下のすべてを満たす空き家等

・空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する勧告を
受けていない特定空家等

・昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築されたもの

※補助を受ける目的で故意に破損させたものや、過去に補助金を受けたものを除く

対象工事
空き家等の除却並びに廃材の撤去及び処分に係る工事

※補助金の交付決定を受ける前に契約した工事や市外業者が施工する工事を除く

補助額
補助対象工事費の５分の４（上限３０万円）

※補助対象空き家等が未接道等敷地にある場合は上限５０万円



補助の対象
令和４年度からの新たな取り組みについて
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改修補助金
主な要件

補助対象
空き家

以下のすべてを満たす空き家

・管理不全な状態ではない空き家等

・昭和５６年６月１日以後の新耐震基準で建築されたもの

・地域活性化の用途（子ども食堂や高齢者向けサロンなど）

に１０年以上継続して活用するもの

対象工事

空き家等の改修工事
（台所、浴室、洗面所、トイレの改修工事
給排水、電気又はガス設備の改修工事、
壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事、
屋根又は外壁等の外装の改修工事・増改築工事）

※補助金の交付決定を受ける前に契約した工事や市外業者が施工する工事を除く

補助額 補助対象工事費の３分の２（上限３０万円）



制度の周知
令和４年度からの新たな取り組みについて
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【改修補助金】

・福祉部や子ども家庭部の関連課でチラシを配架

【共通】
市の公式ホームページや広報こしがやによる周知

【除却補助金】
・助言、指導通知書にチラシを同封

・埼玉建築士会 越谷支部

埼玉県建築士事務所協会 越谷中央支部

越谷建設推進協同組合

越谷商工会議所

越谷市社会福祉協議会にてチラシを配架

・宅建協会の令和４年４月発行の会員向け会報誌へ

チラシを同封



⑵遊休不動産の活用について

議事
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議題



Ｈ２９実態把握調査による空き家の分布

▶市内の空き家２,０５０件のうち、
１,6９３件（８２.6％）が
適正な管理が行われている空き家
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⑵遊休不動産の活用について



遊休不動産の現状、課題の把握

遊休不動産活用フロー

平成２９年度
空き家等実態把握調査

試験的現地調査
・

意識調査

エリアＡ

エリアＢ エリアＣ

・・・ ・・・

・モデルエリア選定

・詳細調査、所有者意向調査等

・遊休不動産活用の手法検討

いくつかのエリアを
職員が歩いて現状確認

⑵遊休不動産の活用について

モデル的な
活用手法
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以降は、当日、スライドでご説明いたします
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⑵遊休不動産の活用について

遊休不動産の発掘

（ここからは、正面のスクリーンをご覧ください）


